
令和８年３月 19日 

 

 

お 知 ら せ 
 

 

「青少年健全育成強調月間」に伴う街頭啓発活動を実施します！ 
 

 ３月は「青少年健全育成強調月間」です。入学や新学期を迎えるこの時期に、深夜

はいかい等による犯罪被害や、スマホ・ネットのリスクから青少年を守るとともに、

地域全体で青少年の健全育成と非行防止に取り組んでいただく機運を醸成するため、

街頭啓発活動を実施しますので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 街頭啓発活動 

（１）日 時 令和８年３月 25日（水）午前９時 00分から午前 10時 00分までの間 

       ※ 啓発チラシ等の配布の状況により、早めに終了することがありま 

す。 

（２）場 所 ＪＲ岡山駅東口（後楽園口）１階階段下周辺 

（３）内 容 青少年の健全育成に向けた啓発チラシやグッズを配布し、啓発活動を 

行います。 

（４）参加者 ・岡山県青少年健全育成推進大使「スキトオルアオ」 

   ・県青少年対策マトリックス構成課（室）職員 

    （子ども家庭課、教育庁、警察本部職員等） 

   ・（公社）岡山県青少年育成県民会議構成員 

           等 約 25名                    

 

＜参  考＞  

「青少年健全育成強調月間」 

青少年の健全育成と非行防止について、より一層県民の理解を深めるため、７月、 

11月、３月を「青少年健全育成強調月間」と定め、関係機関や団体が一体となった

県民総ぐるみの運動を集中的に展開している。 

課名 子ども家庭課 

担当 黒田、竹本 

内線 ３５９２、３５９０ 

直通 086-226-0557 


